
役員への法令試験の厳格化

現在の法令試験の実施方法等

別紙１

→「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」（自動車局長通達）
「申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業

の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。」

→「一般旅客自動車運送事業の許可申請に係る法令試験の実施方法について」（平成13年12月26日付け事務連絡）

＜法令試験の実施内容＞
①出題範囲：道路運送法、道路運送法施行令、道路運送法施行規

則、旅客自動車運送事業運輸規則、旅客自動車運送事業
等報告規則 自動車事故報告規則 等

②出題形式： ○×方式、語群選択方式、簡単な筆記回答方式
③出題数 ３０問
④試験時間 ４０分 ６０分

申請者等が最低限の法令知識を確実に身につけることを目的として、以下のとおり試験を実施。

等報告規則、自動車事故報告規則 等 ④試験時間 ４０分～６０分
⑤合格基準 ８０％以上の正答

具体的に講じる措置 平成25年10月通達改正具体的に講じる措置
平成25年10月施行

→「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」（自動車局長通達）
「申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業

を適正に遂行するために必要な法令の知識を有する者であること。」

「 般旅客自動車運送事業の許可申請に係る法令試験の実施方法について」（平成25年10月旅客課長通達）→「一般旅客自動車運送事業の許可申請に係る法令試験の実施方法について」（平成25年10月旅客課長通達）
「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」において、「役員の法令試験の厳格化」が盛り込まれたことを踏まえ、以

下のとおり見直した上で試験を実施。

④出題形式 正誤式 語群選択方式 記述方式
＜法令試験の実施内容＞
①受験対象者 代表権を有する常勤の役員 ④出題形式：正誤式、語群選択方式、記述方式

⑤出題数：４０問以内
⑥試験時間：６０分以内
⑦合格基準：９０％以上の正答
⑧不合格者の取り扱い：再試験の実施は１回限りとし、不合格

の場合は申請の却下処分を行う

①受験対象者：代表権を有する常勤の役員
②試験の実施：原則として毎月１回の実施
③出題範囲： 次の分野からの出題を加える。「運輸事業者における

安全管理の進め方に関するガイドライン」、「自動車運転
者の労働時間等の改善のための基準」、「輸送の安全を確
保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」 の場合は申請の却下処分を行う。保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」


